
【記入の際の注意点】 

 車両の洗浄や整備場の床洗浄を行う事業場が特定施設（No.71）を設置する場合や含油排水を処理する油水分離槽を設置する場合の

共通様式（様式第 1 号）の記載例をご案内します。 

設置される主な特定施設の例は、下表のとおりです。 

番号 特定施設の名称 該当する施設の例 

No.71 自動式車両洗浄施設 門型洗車機／下部洗浄機 

No.70 の 2 自動車特定整備事業の用に供する上記以外の洗車施設 

（屋内作業場の総面積が 800m2 以上の場合に限る。） 

高圧洗車機／スチーム洗車機／手洗い

洗車施設 

No.65 酸又はアルカリによる表面処理施設 

（洗浄に用いる薬液の pH が 5.8 未満であるか 8.6 を超えるもの） 

部品洗浄機／マット洗車機 

 

 

別紙１ 

≪特定施設の構造≫ 

 各欄に必要事項を記入してください。 

 「能力」には、機器のカタログから 1 台当たりの洗車水量や単位時間当たりの吐出能力等を記入します。 

 「設置年月日」には、特定施設使用届出書の場合や既設の特定施設を届出する場合に記入してください。 

 「工事着手予定年月日」には、施設が機械・器具の場合は据付工事の着工予定日を、建築物の場合は基礎工事の着工予定日を記

入してください。なお、特定施設設置届出書、特定施設の構造等変更届出書の届出期限は、工事着工予定日の 60 日前までで

す。 

 施設の更新や施設の改造などの届出において、変更前・変更後の区別が必要な場合は、右上に「変更前」、「変更後」と記載し、

それぞれ添付してください。 
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別紙２ 

≪特定施設の使用の方法≫ 

 「設置場所」、「操業の系統」は、別紙平面図、作業フロー図を添付して別紙参照としてください。 

 「使用時間間隔」には、特定施設を使用する時間を記入してください。 

 「原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び 1 日当たりの使用量」には、特定施設で使用する薬品等を記入してください。 

 「汚水等の汚染状態／当該特定施設から排出される汚水の水質」には、車両洗浄水に含まれる鉱油の濃度を記入します。特定施

設から排出される可能性のある規制項目を記載してください。その際、汚水を全量回収する等により公共下水道又は流域下水道

に排除されない規制項目については「（pH）」のようにかっこを付して表現してください。 

 「その他参考となるべき事項」には、施設から排出される 1 時間当たりの排水量（時間最大排水量）と排出された排水がどの処

理施設に流入するか記載してください。 

 枠内に記載しきれない場合は、別紙参照としても構いません。 

 特定施設以外で規制項目を含む排水を排出する施設も関連施設として記入してください。 

 施設の更新や施設の改造などの届出において、変更前・変更後の区別が必要な場合は、右上に「変更前」、「変更後」と記載し、そ

れぞれ添付してください。 

様式記載例 別紙２ 



別紙３ 

≪汚水等の処理の方法／汚水の処理の方法≫ 

 「能力」には、油水分離槽の第 1 槽から第 4 層までの合計要領(有効容量)を記入してください。 

 「処理の方式」には、汚水の処理施設の処理内容（中和、凝集沈殿処理、浮上分離、吸着など）を記入してください。 

 「使用時間間隔」には、処理施設を稼働させる時間を記入してください。 

 「１日当たりの使用時間」には、処理水量等から想定される処理装置の稼働時間を記入してください。 

 「汚水等の汚染状態及び量／汚水の水質及び量」には、当該処理施設に流入する可能性のある規制項目を記入してください。 

 「排出水の排出方法／汚水を公共下水道又は流域下水道へ排除する方法」には、別紙４の「工場又は事業場における施設番号／

公共下水道への排出口」に記入した、いずれの排出口から排除されるかわかるように記入してください。 

 「その他参考となるべき事項」には、処理施設に流入する時間最大排水量と、その滞留時間が分かるように記載してください。 

滞留時間は、(有効容量)÷(時間最大排水量)で求めます。滞留時間が 2 時間未満の場合は、時間最大排水量を見直すか、具体的な

維持管理の方法（清掃や吸着剤の交換の頻度等）を示す資料を添付してください。 

例)油水分離槽 1 の時間最大排水量は、 

高圧洗車機 0.2+手洗い洗車機 0.1+床洗浄 0.2=0.5m3/時 

 枠内に記載しきれない場合は、別紙参照としても構いません。 

 施設の更新や施設の改造などの届出において、変更前・変更後の区別が必要な場合は、右上に「変更前」、「変更後」と記載し、そ

れぞれ添付してください。 

 給油施設のためます、床面雨水の排水経路上にある油水分離槽と同構造の貯留設備は、記入する必要ありません。 

洗車場や給油場の床面雨水については、「横浜市排水設備要覧（平成 29 年度改正版）」の p.1-13 において、以下のように

定められています。 

 業務用露天洗車場の床面の雨水排水は除害施設を経由して汚水扱いとします。 

 給油施設の露天部床面に降った雨水排水は雨水扱いとし、貯留設備（油水分離槽と同構造）を経由して公共用水域（雨

水管）へ排出してください。 
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別紙４ 

≪排出水の汚染状態及び量／公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質≫ 

 「工場又は事業場における施設番号／公共下水道への排出口」は、排出口ごとに番号を割り振り、その番号を記入してください。 

 「排出水の汚染状態／下水の水質」は、排出口から排出される可能性のある規制項目を記入してください。 

 「その他参考となるべき事項」には、必要に応じて必要事項を記入してください。 

 枠内に記載しきれない場合は、別紙参照としても構いません。 
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別紙６ 

≪用水及び排水の系統≫ 

 「用水及び排水の系統」は、給水量と汚水の発生量、排水処理施設の処理量、公共下水道への排水量の関係を図で示してくださ

い。排出口が複数ある場合は、それぞれの排出される汚水の種類が分かるように記載してください。雨水についても記載してく

ださい。 

 「用途別用水使用量」は、用途別の使用水種類とその使用量を記入してください。 

 枠内に記載しきれない場合は、別紙参照としても構いません。 
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 「届出理由」は、以下の内容に関連して具体的な届出内容が分

かるように記入してください。特定施設、汚水の処理施設の設

置を除く届出の場合は変更日を併記してください。 

・特定施設および汚水の処理施設の新規設置、構造の変更、使

用方法の変更、廃止がある場合 

・下水の量や水質に変更がある場合 

（使用薬品や排水量の変更等） 

・用水、排水の系統が変わる場合 など 

 「業種」は、日本標準産業分類の細分類を記入してください。 

 添付書類一覧には、添付したものに「✔」などを記入してどの

資料を添付したか分かるようにしてください。 

 

  

参考資料 
参考資料記載例 



 

例 敷地内の建物及び構造物の配置図、排水の系統図並びに公共下水道への接続図 

例 汚水の処理施設の構造図
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